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教育

C L O S E  U
P

■
申
込
方
法

　
　

次
の
申
請
書
類
等
を
商
工
観
光
課

ま
で
提
出
し
、「
助
成
対
象
者
認
定
」
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

□
香
南
市
未
来
人
材
育
成
奨
学
金
返

還
助
成
金
助
成
対
象
者
認
定
申
請
書

□
在
職
証
明
書
又
は
起
業
を
証
明
す

る
も
の

□
他
の
奨
学
金
返
還
補
助
制
度
の
適

用
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
の
誓
約
書

□
住
民
票
の
写
し

□
奨
学
金
の
返
還
証
明
書
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
も
の

□
大
学
等
を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た

こ
と
を
証
明
す
る
書
類

□
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
の
証
明

書

助成
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問

☎

問

☎

■
ク
ー
ポ
ン
に
つ
い
て

※
日
程
等
が
一
部
変
更
と
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す

一
人
あ
た
り
４
，０
０
０
円
分
の
ク
ー

ポ
ン
を
、
世
帯
主
宛
に
９
月
以
降
順
次

発
送
す
る
予
定
で
す
。

【
対
象
者
】

　
　

令
和
６
年
７
月
１
日
時
点
に
お
い

て
、香
南
市
に
住
民
票
を
有
す
る
方

【
内
容
】

　
　

市
内
の
加
盟
全
店
舗
に
て
使
用
で

き
る
ク
ー
ポ
ン
３
，０
０
０
円
分
（
１
，０

０
０
円
券
３
枚
）
と
大
型
量
販
店
で
は

使
用
で
き
な
い
１
，０
０
０
円
分
（
１
，０

０
０
円
券
１
枚
）の
セ
ッ
ト

【
利
用
期
間
】

　　

令
和
６
年
10
月
１
日
〜
11
月
30
日

【
利
用
可
能
店
舗
】

ク
ー
ポ
ン
発
送
時
に
、
利
用
可
能
店
舗

一
覧
を
同
封
し
ま
す
。

■
利
用
可
能
店
舗
に
つ
い
て

　
　

現
在
、
利
用
で
き
る
加
盟
店
の
募
集

を
行
っ
て
い
ま
す
。
応
募
要
件
や
申
請

方
法
等
の
詳
細
は
、
市
商
工
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※

店
舗
の
登
録
は
事
業
実
施
期
間
中
い
つ

で
も
可
能
で
す
が
、７
月
下
旬
以
降
の
申
込

店
舗
に
つ
い
て
は
、
各
世
帯
へ
の
ク
ー
ポ
ン

発
送
時
に
同
封
予
定
の
利
用
可
能
店
舗
一

覧
へ
の
掲
載
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

※

利
用
可
能
店
舗
の
更
新
情
報
は
、
市
商

工
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
随
時
お
知
ら
せ
予

定
で
す

■
Ｄ
Ｖ
等
を
理
由
に
避
難
し
て
い

　

る
方
へ

　　

配
偶
者
や
そ
の
他
親
族
か
ら
の
暴
力

等
を
理
由
に
避
難
し
、
住
民
票
を
移
さ

ず
、
香
南
市
に
お
住
ま
い
の
方
も
受

け
取
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
、７
月
31
日
（
水
）ま
で
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

物
価
高
騰
の
影
響
を
少
し
で
も
緩
和
す
る
と
と
も
に
、地
域

経
済
の
活
性
化
と
市
内
事
業
者
へ
の
支
援
の
た
め
、「
香
南

市
く
ら
し
応
援
ク
ー
ポ
ン
」を
発
行
し
ま
す
。

■
対
象
要
件

□
香
南
市
に
住
所
を
有
し
、
現
に
居
住

し
て
お
り
、
大
学
等
を
卒
業
、ま
た
は
修

了
し
た
40
歳
未
満
の
方

□
香
南
市
に
事
業
所
を
有
す
る
事
業

主
（
第
１
次
産
業
を
除
く
個
人
ま
た
は

法
人
等
）
に
令
和
２
年
４
月
１
日
以
降

に
正
規
雇
用
さ
れ
、
継
続
し
て
勤
務
す

る
方
、ま
た
は
令
和
２
年
４
月
１
日
以
降

に
本
市
に
お
い
て
起
業
す
る
方
（
第
１

次
産
業
を
除
く
）

□
市
税
等
に
滞
納
が
な
い
方

□
奨
学
金
等
の
返
還
に
滞
納
が
な
い
方

■
助
成
金
額

　
　

当
該
年
度
に
返
還
し
た
奨
学
金
の
２

分
の
１
の
額
ま
た
は
市
内
に
居
住
し
、

就
労
し
た
期
間
（
月
数
）に
１
０
，０
０
０

円
を
乗
じ
た
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
方

の
額

■
助
成
期
間

　
　

奨
学
金
借
入
期
間
の
２
倍
の
期
間
ま

で（
最
長
96
カ
月
）

香
南
市
で
は
人
材
の
確
保
と
市
へ
の
定
着
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
、市
内
事
業
所
で
働
く
方
、市
内
で
起
業
す
る
方
な
ど

を
対
象
に
奨
学
金
の
返
還
を
一
部
助
成
し
て
い
ま
す
。

香
南
市
未
来
人
材
育
成
奨
学
金

返
還
助
成
事
業

香
南
市
く
ら
し

応
援
ク
ー
ポ
ン
事
業

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
▼

香
南
市
商
工
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
▼

今や生活に欠かせない便利なツールのインターネット。しかし、ＳＮＳの世界では、匿名でプライバシーを侵害した
り名誉を傷つけたりする事件が後を絶ちません。インターネットに公開される情報が身元調査に利用され、結婚を
反対されたり、就職で差別されるのではないかと不安に思っている人もいるのです。

・法務省HP「部落差別（同和問題）を解消しましょう」
・令和４年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）
・令和５年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）

■演題
　　ネット人権侵害と部落差別の現実
　　～「寝た子」はネットで起こされる！？～
■７月１１日（木）　開場１４:００　開演１４:３０

■のいちふれあいセンター２階　サンホール

■入場無料

強調旬間事業　人権講演会
「部落差別をなくする運動」お知らせ部落差別の問題は、そこに生まれた人や住んでいる人に責

任があるのではなく、差別をする側の問題です。

間違った情報に惑わされず、部落差別（同和問題）を正し

く理解することで、一人ひとりの人権が尊重され、安心して

暮らせる香南市を目指しましょう！

「部落差別」は減っていない…

　　同和地区のことなど口に出
さず、そっとしておけば、差別は
自然になくなる（２０．７％）

　　市民自らが、差別をしないよ
う人権意識を高める努力をする
（４５．０％）

　　同和問題に対する正しい理解
を深め人権を守るための教育・啓
発活動を推進する（４２．７％）

右のグラフは、法務省が公表している「部落差別に関する
人権侵犯事件の新規救済手続開始件数」です。

86 92

221 244
308

433 448

令
和
５
年

令
和
４
年

令
和
３
年

令
和
２
年

件
数

令
和
元
年

平
成
30
年

平
成
29
年

人権人権課 ☎57-8507☎57-8507
生まれた場所や住んでいる場所によってされる差別。同和問題とも言います。
差別の対象とされる地域は「被差別部落」や「同和地区」と呼ばれたりします。

部落差別

１ ２ ３

「あなたは、同和問題を解決するためには、どのようなことが大切だと思いますか？」
令和４年度に香南市が行った市民意識調査の結果によると、この質問に対して回答が多かったのは

「同和問題を解決するためには？」　令和４年度の市民意識調査結果

差別件数の実態

いま、大切なこと

原因はインターネットによる差別原因はインターネットによる差別

出典

７月10日から20日は「部落差別をなくする運動」強調旬間です
じんけん
通信

じんけん
通信

じんけん
通信
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